
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

「テレワーク用サービス利用料」が新たに助成金

の対象に 

◆コロナ第６波で再びテレワークの要請が？ 

 昨年末に新型コロナオミクロン株による市中感染が国

内で確認されて以降、急速に感染者数が増えつつありま

す。重症化・死亡するリスクは低いといわれていますが、

感染者数が増え医療がひっ迫すれば、再びテレワークの

活用による出社人数の制限等を要請される可能性があり

ます。 

◆人材確保等支援助成金（テレワークコース）の改

正 

そこで押さえておきたいのが、令和４年１月からの人

材確保等支援助成金（テレワークコース）の改正です。 

 本助成金は、新規にテレワークを導入し、実際に従業

員がテレワーク勤務を行う等した事業主に対して、機器

の導入等に要した費用の一部の助成が行われるものです

が、新たに「テレワーク用サービス利用料」が対象とな

りました。 

◆どんな費用があてはまるの？ 

具体的には、（１）リモートアクセスおよびリモート

デスクトップサービス、（２）仮想デスクトップサービ

ス、（３）クラウド PBX サービス、（４）web 会議等に

用いるコミュニケーションサービス、（５）ウイルス対

策およびエンドポイントセキュリティサービスに要した

費用が、初期費用合計５万円（税抜）、利用料合計 35

万円（税抜）まで対象となります。 

◆テレワークの活用を検討している場合はまず相談

を 

新たにテレワークの実施を検討していて、機器の導入

や上記のようなサービスの利用を検討している場合、 
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本助成金の活用が考えられます。受給にあたっては実施

計画の作成等、所定の手続きを行う必要があります。 

詳細は社会保険労務士に相談のうえ、計画的に取り組

みましょう。 

 

【厚生労働省「人材確保等支援助成金（テレワークコー

ス）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/t

elework_zyosei_R3.html 

 

オフィスの湿度、気にしていますか？ 

◆オフィスの湿度に関する規則があります 

先ごろ職場のトイレに関する見直し等が行われた「事

務所衛生基準規則」ですが、同規則では、部屋の湿度は

「40％以上 70％以下」になるように努めなければならな

いと定められています。 

ちなみに、この規定は努力義務となっていますが、同

規則には違反すると罰則の対象となる規定（大掃除を６

か月以内ごとに 1 回、定期に、統一的に行わなければな

らない 等）もあります。 

◆冬場は特に 

 労働安全衛生総合研究所によると、東京都が行った調

査では特に暖房を使うようになる冬（12～３月）に、40％

以上という基準に適合しない企業が多いと報告されてい

ます。同研究所が実際のオフィスの湿度測定を行った調

査によると、測定場所の 30～40％で湿度 40％未満と、

基準値を満たしていなかったそうです。 

◆快適なオフィス環境を 

オフィスがひどく乾燥すると、従業員の健康にも影響が

あります。目の乾燥やかゆみだけでなく、「皮膚の乾燥・

かゆみ」、「くしゃみ」、「せき」、「鼻水・鼻づまり」とい 

 

った症状は、乾燥が原因と考えられます。 

コロナ対策として、事務所内ではマスクを着用して

いる場合が多いと思いますが、咳やくしゃみに対して

敏感な社会状況ですし、仕事に集中したいときに隣の

人が咳やくしゃみをしていると、良い気分ではないで

すよね。人間関係にも潤いがなくなってギスギスして

きそうです。 

換気に心掛けているオフィスは多いですが、ぜひ湿

度にも注目して快適なオフィス環境を目指していきた

いですね。 

【(独) 労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所

「冬季のオフィス環境における低湿度の実態と対策に

ついて」】 

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag

/2014/75-column-2.html 

 

2 月の税務と労務の手続期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞

［税務署］ 

※なお、還付申告については２月１５日以前でも

受付可能。 

28 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業

安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便

局または銀行］ 

○ ※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 
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